
船舶インシデント調査報告書 

令和６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 令和５年１０月２７日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 福岡県大牟田
お お む た

市三池
み い け

島北方沖 

大牟田港灯台から真方位２８３°３.３海里付近 

 （概位 北緯３３°０２.９′ 東経１３０°２１.３′） 

インシデントの概要  漁船愛
あい

幸
こう

丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能と 

なった。 

インシデント調査の経過 令和５年１０月３１日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 愛幸丸、４.９０トン 

ＦＯ３－５７５９３（漁船登録番号）、個人所有 

ディーゼル機関、４サイクル、出力１６１.８１kＷ、回転数毎分

２,３００、４気筒、ボア１１０.９mm、使用燃料軽油、機関製造年

月日不詳、昭和５７年１月７日進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２～３、視界 良好 

海象：波向 南西、波高 ０.５～１.０ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、操業を終えて定係地に向けて航行

中、三池島北方沖で主機が停止した。 

船長は、主機を始動しようとしても始動できず、燃料油供給系統に

不具合があるかもしれないが、自身で不具合箇所を特定することはで

きないと思い、航行不能と判断して１１８番通報及び僚船への救助要

請を行った。 

本船は、来援した僚船にえい
．．

航されて定係地に戻った。 

本船は、本インシデント後、機関整備会社によって点検が行われた

結果、燃料油供給系統内に設置されている２次こ
．
し
．
器のフィルターに

不純物等が詰まったことにより、燃料油を主機に供給できない状態に

なっていたことが判明した。 

機関製造者の取扱説明書によれば、２次こし
．．

器は、運転時間１,０００

時間での点検が推奨されており、本船の年間運転時間は、約７００時

間であった。 

船長は、本インシデント発生の約２年前、機関整備会社に２次こし
．．

器の点検を依頼していたが、自身で同こし
．．

器のフィルターを交換する

ことができないので、１年に１回は機関整備会社に点検を依頼すれば



良かったと本インシデント後に思った。 

分析 本船は、２次こし
．．

器の点検及び整備が約２年間行われていない状況

下、航行中、２次こし
．．

器のフィルターに不純物等が詰まったことか

ら、燃料油の供給が阻害され、主機が停止して運航不能となったもの

と考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、航行中、２次こし
．．

器のフィルターに不

純物等が詰まったため、燃料油の供給が阻害され、主機が停止したこ

とにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、取扱説明書に従って、定期的に機器の点検整備を行うこ

と。 

 


